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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
自
然
環
境
部
水
環
境
課
）…
�

告

示

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
の
公
開

の
聴
聞
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
住
宅
政
策
推
進
部
不
動
産
業
課
）…
�

○
平
成
十
五
年
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
七
号
（
東
京
都
建

築
安
全
条
例
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
区
域

の
指
定
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
�

○
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
及
び
管
理
美
容
師
資
格
認

定
講
習
会
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示
（
選
）

○
政
治
団
体
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
��

○
資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

公

告

○
不
燃
化
推
進
特
定
整
備
地
区
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）…
��

○
不
燃
化
推
進
特
定
整
備
地
区
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…（
同
）…
�	

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
・
開
発
指
導
第
二
課
）…
��

正

誤

○
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
二
日
付
東
京
都
選
挙
管
理
委
員

会
告
示
第
九
十
六
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
付
東
京
都
公
告
…
…
…
…
…
��

規

則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
四
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
十

二
の
部
㈡
の
款
の
表
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項

中
「
〇
・
〇
六
」
を
「
〇
・
〇
二
」
に
、
「
〇
・
一
五
」
を
「
〇
・

〇
五
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
十
六
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

日
時

平
成
二
十
七
年
一
月
七
日

午
前
十
時

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備

局
住
宅
政
策
推
進
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ポ
イ
ン
ト

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

田
邉

一
美

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

板
橋
区
常
盤
台
四
丁
目
三
十
七
番
九
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑵
第
八
五
九
七
二
号

㈤

免
許
年
月
日

平
成
二
十
三
年
六
月
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
十
七
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一
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一

日
時

平
成
二
十
七
年
一
月
七
日

午
後
一
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備

局
住
宅
政
策
推
進
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
サ
ン
リ
ゾ
ー
ト

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

矢
倉

敏
雄

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
十
九
番
八
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑹
第
六
三
九
〇
八
号

㈤

免
許
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
十
八
号

平
成
十
五
年
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
七
号
（
東
京
都
建
築
安
全

条
例
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
区
域
の
指
定
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

別
図
四
十
二
を
別
図
四
十
三
と
し
、
別
図
二
か
ら
別
図
四
十
一
ま

で
を
一
図
ず
つ
繰
り
下
げ
、
別
図
一
の
次
に
次
の
一
図
を
加
え
る
。
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備
考
１
の
表
中
３０
の
項
か
ら
４２
の
項
ま
で
を
３１
の
項
か
ら
４３
の
項

ま
で
と
し
、
２８
の
項
を
２９
の
項
と
し
、
２７
の
項
を
２８
の
項
と
し
、
２２

の
項
か
ら
２５
の
項
ま
で
を
２３
の
項
か
ら
２６
の
項
ま
で
と
し
、
１８
の
項

か
ら
２０
の
項
ま
で
を
１９
の
項
か
ら
２１
の
項
ま
で
と
し
、
１５
の
項
を
１６

の
項
と
し
、
１４
の
項
を
１５
の
項
と
し
、
３
の
項
か
ら
１２
の
項
ま
で
を

４
の
項
か
ら
１３
の
項
ま
で
と
し
、
同
表
２
の
項
境
界
線
の
種
類
の
欄

中
「都

市
計
画
道
路
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
４３年

法
律
第
１００号

）

第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
た
同
法
第
１１条

第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
都
市
計
画
施
設
で
あ
る
道
路
を
い
い
、
当

該
道
路
を
見
通
す
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

」
を
「都

市
計
画
道

路

」
に
改
め
、
同
項
を
３
の
項
と
し
、
同
表
中
１
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

２
①

行
政
界
の
境
界
線

文
京
区
と
豊
島
区
と
の
境
界

②
都
市
計
画
道
路

（
都
市
計
画
法

（
昭
和
４３年

法
律

第
１００
号
）
第
４

条
第
１
項
に
規
定

す
る
都
市
計
画
に

定
め
ら
れ
た
同
法

第
１１条

第
１
項
第

１
号
に
掲
げ
る
都

市
計
画
施
設
で
あ

る
道
路
を
い
い
、

当
該
道
路
を
見
通

す
線
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
の
東

側
の
境
界
線
か
ら

３０ｍ
の
線

東
京
都
市
計
画
道
路
幹
線
街
路

放
射
第
２６号

線

③
都
市
計
画
法
（
昭

和
４３年

法
律
第

１００
号
）
第
４
条

第
５
項
に
規
定
す

東
京
都
市
計
画
第
３４号

豊
島
ヶ

岡
公
園

る
都
市
計
画
に
定

め
ら
れ
た
同
法
第

１１条
第
１
項
第
２

号
に
掲
げ
る
都
市

計
画
施
設
で
あ
る

公
園
の
境
界
線

④
土
地
の
境
界
線

大
塚
五
丁
目
１５番

１
と
同
所
５４

番
１
と
の
境
界

⑤
道
路
の
南
側
の
境

界
線

特
別
区
道
第
８４４号

⑥
土
地
の
境
界
線

大
塚
五
丁
目
１５番

１
と
同
所
４６

番
１
、
３９番

２０、
４０番

２５、
４０

番
２６、

４０番
９
、
４０番

７
、
４０

番
１１、

４０番
３７と

の
境
界

⑦
土
地
の
境
界
線

大
塚
五
丁
目
４０番

３７と
同
所
３１

番
、
３２番

、
３７番

２
と
の
境
界

⑧
土
地
の
境
界
線

大
塚
五
丁
目
３７番

２
と
同
所
４０

番
１２、

３６番
５
と
の
境
界

⑨
土
地
の
境
界
線
及

び
そ
の
見
通
し
線

大
塚
五
丁
目
３７番

２
と
同
所
３６

番
４
と
の
境
界

⑩
土
地
の
境
界
線

大
塚
五
丁
目
３７番

２
と
同
所
３２

番
、
３１番

と
の
境
界

⑪
土
地
の
境
界
線

大
塚
五
丁
目
３１番

と
同
所
３０番

と
の
境
界

⑫
土
地
の
境
界
線

大
塚
五
丁
目
３１番

と
文
京
区
法

定
外
通
路
第
６８号

の
南
西
側
と

の
境
界

⑬
土
地
の
境
界
線

大
塚
五
丁
目
２７番

１６と
同
所
３１

番
、
２５番

と
の
境
界

⑭
土
地
の
境
界
線

大
塚
五
丁
目
２７番

１０と
同
所
２５

番
、
２３番

４
と
の
境
界

⑮
土
地
の
境
界
線

大
塚
五
丁
目
２３番

３
と
同
所
２３

番
４
と
の
境
界

⑯
土
地
の
境
界
線

大
塚
五
丁
目
２４番

３
と
同
所
２４

番
２
、
２４番

１
と
の
境
界

⑰
土
地
の
境
界
線

大
塚
五
丁
目
１５番

１
と
同
所
２４

番
３
、
２３番

、
１５９番

３１、
１５９

番
３２、

１５９番
１７、

１５９番
１９、

１５９
番
２１
、
１５９
番
３８
、
１５９
番

２５
、
１５９
番
４１
、
１５９
番
４２
、

１５９
番
３９
、
１５９
番
４５
、
１５９
番

４０、
１５９番

４６と
の
境
界

⑱
道
路
の
西
側
の
境

界
線

特
別
区
道
第
１０９４号

⑲
土
地
の
境
界
線

大
塚
五
丁
目
１５番

１
と
同
所
１６

番
１
と
の
境
界

⑳
都
市
計
画
道
路
の

北
側
の
境
界
線
か

ら
３０m

の
線

東
京
都
市
計
画
道
路
幹
線
街
路

環
状
第
４
号
線

㉑
都
市
計
画
道
路
の

西
側
の
境
界
線
か

ら
２０m

の
線

東
京
都
市
計
画
道
路
幹
線
街
路

放
射
第
８
号
線

備
考
２
中

「二
別
図
２
及
び
別
図
３
の
区
域

平
成
２６年

２
月

三
別
図
５
の
区
域

平
成
２６年

９
月
３０日

四
別
図
８
か
ら
別
図
１２ま

で
及
び
別
図
４１の

区
域

五
別
図
２２の

区
域

平
成
２６年

６
月
２０日

六
別
図
３３の

区
域

平
成
２６年

４
月
３０日

七
別
図
３７及

び
別
図
３８の

区
域

平
成
１７年

１
月

２８日平
成
２６年

５
月
３０日

１
日

」
を

「二
別
図
２
の
区
域

平
成
２６年

１２

三
別
図
３
及
び
別
図
４
の
区
域

四
別
図
６
の
区
域

平
成
２６年

９

五
別
図
９
か
ら
別
図
１３ま

で
及
び

六
別
図
２３の

区
域

平
成
２６年

６

七
別
図
３４の

区
域

平
成
２６年

４

八
別
図
３８及

び
別
図
３９の

区
域
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月
２４日

平
成
２６年

２
月
２８日

月
３０日

別
図
４２の

区
域

平
成
２６年

５
月
３０日

月
２０日

月
３０日

平
成
１７年

１
月
１
日

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
文
京
区
後
楽
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
、
シ
ア
ン
化
合
物
、
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の

化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
シ
ア
ン
化
合
物
並
び
に

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
二
十
号

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の

三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の

よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

講
習
会
の
主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人

理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
十
六
号

有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ

ル
Ｂ
棟
九
階

二

講
習
日
並
び
に
講
習
会
の
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

第
八
回

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
三
日
、
同
年
三
月
三
日
及
び
同
月

四
日食

品
衛
生
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
六
番
一
号

㈡

第
九
回

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日
か
ら
同
月
十
一
日
ま
で

食
品
衛
生
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
六
番
一
号

三

受
講
料

一
万
八
千
円

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
二
十
一
号

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条

の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
及
び

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
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第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
よ

う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

講
習
会
の
主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人

理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
十
六
号

有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ

ル
Ｂ
棟
九
階

二

講
習
日
並
び
に
講
習
会
の
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

管
理
理
容
師

ア

第
一
回

平
成
二
十
七
年
四
月
六
日
、
同
月
十
三
日
及
び
同
月
二
十

日
連
合
会
館

千
代
田
区
神
田
駿
河
台
三
丁
目
二
番
十
一
号

イ

第
二
回

平
成
二
十
七
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
月
十
三
日
ま
で

食
品
衛
生
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
六
番
一
号

ウ

第
三
回

平
成
二
十
七
年
八
月
三
十
一
日
、
九
月
一
日
及
び
同
月
七

日
連
合
会
館

千
代
田
区
神
田
駿
河
台
三
丁
目
二
番
十
一
号

エ

第
四
回

平
成
二
十
七
年
九
月
九
日
、
同
月
十
四
日
及
び
同
月
十
五

日
連
合
会
館

千
代
田
区
神
田
駿
河
台
三
丁
目
二
番
十
一
号

㈡

管
理
美
容
師

ア

第
一
回

平
成
二
十
七
年
四
月
六
日
、
同
月
十
三
日
及
び
同
月
二
十

日
連
合
会
館

千
代
田
区
神
田
駿
河
台
三
丁
目
二
番
十
一
号

イ

第
二
回

平
成
二
十
七
年
四
月
七
日
、
同
月
十
四
日
及
び
同
月
二
十

八
日連

合
会
館

千
代
田
区
神
田
駿
河
台
三
丁
目
二
番
十
一
号

ウ

第
三
回

平
成
二
十
七
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
月
十
三
日
ま
で

食
品
衛
生
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
六
番
一
号

エ

第
四
回

平
成
二
十
七
年
八
月
三
十
一
日
、
九
月
一
日
及
び
同
月
七

日
連
合
会
館

千
代
田
区
神
田
駿
河
台
三
丁
目
二
番
十
一
号

オ

第
五
回

平
成
二
十
七
年
九
月
七
日
か
ら
同
月
九
日
ま
で

食
品
衛
生
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
六
番
一
号

カ

第
六
回

平
成
二
十
七
年
九
月
九
日
、
同
月
十
四
日
及
び
同
月
十
五

日

連
合
会
館

千
代
田
区
神
田
駿
河
台
三
丁
目
二
番
十
一
号

三

受
講
料

一
万
八
千
円告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
（
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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